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入力津波の荷重因子は津波高さだけでなく，他の
荷重因子との関係を整理して，今の設計方針の
妥当性を説明すること。

貯留堰の有効容量設定について，砂堆積・スロッ
シングによる影響の有無を説明すること。

サイト特性を踏まえて，津波監視カメラは，敷地前
面だけでなく，側面の漂流物や堆積物の状況など
が監視できるか，津波監視カメラの監視可能範
囲，台数の十分性について示すこと。

敷地前面からの津波の襲来状況を把握するため，原子炉建
屋屋上に1台の津波監視カメラを設置することとしていたが，
防潮堤外側の漂流物や堆積物，取水口・放水口，防潮堤等の
施設，防潮堤内の敷地の状況が監視可能なように，原子炉建
屋屋上に3台，防潮堤上部に4台，合計7台の津波監視カメラ
を設置することとした。
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津波高さのほか，津波防護の基本方針に基づく設計・評価項
目毎に入力津波として考慮する必要のある荷重因子について
検討し，「水位・浸水深に係る因子」と「水位・浸水深以外の因
子」に区分して整理した。
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1 2017年4月13日
第460回

入力津波

東海第二発電所　耐津波設計方針に係る審査会合時の指摘事項への対応

貯留堰は，非常用海水ポンプ全7台が30分程度運転継続可能

なように約2,370m３の有効貯留容量を有している。
基準津波による取水口前面（貯留堰内）の砂の堆積厚さは
0.36mである。取水口前面の地盤標高はT.P.－6.89mであるた
め，取水口前面に一様に砂が堆積したと仮定した場合，地盤
標高はT.P.－6.53mとなるが，非常用海水ポンプの取水可能
水位はT.P.－5.66mであることから，堆積した砂は貯留堰の有
効貯留容量の算定に影響しない。
引き波時に余震の発生を想定した貯留堰のスロッシングによ

る溢水量を評価した結果，貯留堰の有効貯留容量約2,370m３

に対して，約249m３であった。この溢水量は，非常用海水ポン
プの運転時間（全7台運転条件）として約3.5分に相当する量で
あり，非常用海水ポンプの継続運転に影響することはない。
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3 2017年4月13日
第460回

津波監視カメラ

2 2017年4月13日
第460回

非常用海水ポンプ
の取水性


